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本学学生が大麻取締法違反で逮捕されたことを受け、静岡県立大学学長のコメントを

発表します。学長コメントは本学ホームページ https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/ 

に本日掲載します。 

 

 

 

＜学長コメント＞ 

本日、一部報道において大麻所持事件により、本学学生 1 名が昨年 11 月に逮捕され

たことが伝えられました。在学生や本学関係者並びに地域の皆様に御心配をお掛けして

おりますことを心よりお詫び申し上げます。 

本学といたしましては、学生に対し、学生の本分を忘れず、健全な学生生活を送るよ

う、法令遵守の徹底等の指導を進めている中での今回の事件は、誠に遺憾であります。 

再発防止に向け、倫理教育の強化や意識啓発のため、学生ガイダンス等の機会を設け、

これまで以上の注意喚起を行い、健全な精神を育む環境づくりに、教職員が一丸となっ

て努めてまいります。 

 

令和２年６月３日 

静岡県立大学 学長 鬼頭宏 
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